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【基本目標】
　自ら考え行動し，社会の変化に

対応できる人材の育成
子供たちの教育は，学校・家庭・地域社会が、それぞれ適切な
役割分担を果たしつつ，相互に連携して行われることが重要
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大崎市教育委員会学力向上推進事業・各種研修会等

新たな取組（令和７・８年度政策推進枠予算を活用）

１　「よむYOMUワークシート」（※１）の活用による
    読解力向上
２　AIドリル，デジタルテストによる学力の定着
３　「ロイロノート」（※２）の活用による協働的な
    学びの推進

１　学力向上推進「おおさき方式」
　 ４つの柱に関する取組
　 ①カリキュラムマネジメントの工夫
　 ②授業改善
　 ③集団づくり
　 ④小中連携
２　大崎学力プロポーザル事業
３　大崎市教育委員会指導主事
  　学校訪問事業

４　大崎市教育研究員研修事業
５　学力向上推進委員会の実施
６　授業づくり研修会の実施
７　年２回標準学力調査の実施
　　・４月（小学校２～６学年，中学１，２学年）
　　・１２月（小学校１～６学年，中学１，２学年）
８　県学力向上マネジメント支援事業との
　　連携（R6終了）
　　・北部教育事務所MA訪問

学校

１ 基礎基本の確実な定着と個に応じた
  指導の充実
 
２ PDCAサイクルに基づく学習指導の改
　善と望ましい学習・生活習慣の定着 
　 ・おおさきスタンダード「みのり」の活用
 
３「主体的・対話的で深い学び」の実現 
  への指導方法や指導形態の工夫・改善 
　 ・学力向上推進「おおさき方式」の実施
 　・学力向上「１・２・３運動」の展開

４ ICTを活用した学習指導の充実 
　 ・一人一台端末の効果的な活用 

５ 教職員の専門的な資質と能力を高め
  る研修の充実 
　 ・宮城教育大学との連携 

１ 規則正しい生活づくり　
　 ・早寝早起きをする
   ・家庭であいさつをする
　 ・朝ごはんをしっかり食べる
   ・ゲームやスマホのルールを守り，
    時間を決めて使う
　 ・家族との会話・ふれあいを大事に  
    する

２ 主体的な学習習慣づくり
　 ・目標を決めて学習する
   ・計画的に学習に取り組む
   ・毎日，決まった時間に学習に取り
　　組む
   ・最後まで粘り強く学習に取り組む
　 ・個別の学習進度に応じた問題提供
　　が可能なAIドリルを活用する

（※１）「よむYOMUワークシート」とは，小中学生らの読解力向上に効果を上げている，読売新聞が記事を基に作成する教材。
（※２）考えをまとめるために，文字だけでなく，動画や写真，インターネット上の情報をまとめたカードを作ることで，短い授業時間内でも生徒が自分の考えを表現することができるクラウド型授業支援アプリ。

　児童生徒の学力向上は喫緊の課題であり，これらの事業を活用した取組により，
大崎市の子供たちの学力向上を目指していく。

地域

学校教育との連携協力：地域の人材を生かした学習支援

家庭教育への支援：地域で見守る安全，安心への環境づくり

【社会教育】

資料１



◆大崎市における不登校児童生徒への支援対策について（案）
　令和６年8月に実施した大崎市立学校に在籍する児童生徒及びその保護者向けに実施した「子どもの学びを支えるためのアンケート」では，
　①学校以外の「居場所確保」の要望，②「学習の遅れ」に強い不安を抱いている傾向が顕著に表れた結果となっている。
　不登校の問題は教育現場の課題であると同時に，大崎市の子どもたちを取り巻く政策的な課題でもあることから，あらためて不登校児童生徒に
対する継続的な対策に向けての全庁的な共通理解と共通認識を図る。
　これらを踏まえ，学びの保障と創出の機会の確保を重点に，「子どもの心のケアハウス」を中心とした学習支援をさらに推進していく。

学び支援教室
(ほっとルーム）

◆これからの不登校支援の基本的なスキーム（行政，民間双方で担う役割を分担・補完し合いながら，子どもたちの個々に合わせた支援を行う。）

専任教諭の配置に
よる学習指導
（古川中，古川
東中，古川南中
学の３校で展開）

子どもの心のケアハウス
ケアハウスのスタッフを
拡充することで，学
校へのサテライト方
式による学習支援を
行う。（R７～）

学校（新規展開）

相談支援・学習支援

学習支援
学び支援教室以
外の学校における
別室登校の児童
生徒向けに学習
支援を展開（中
学校区または地
区ごとでの実施を
想定）

学校との連続性を意識した
学びの保障と創出

　学校には行くことができるが，クラスに入れないなどの理由を
抱える児童生徒に対し，より望ましい学習環境や生活環境を
整え，しっかり学ぶ機会を確保することで，不登校の要因にも
挙げられている学習不安を取り除き，安心して通える学校づく
りを目指す。

①フリースクール

◆新たな居場所
（民間施設等との連携）
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②学びの多様化学校等

既にケアハウスと情報交換や事
業連携が確立。今後新たな展
開への支援も視野に連携を深
めていく（大崎地域では４ヵ所
のフリースクールと連携）

民間資本による事業展開を期
待（廃校利活用による民間誘
致，事業参入の可能性等を把
握）

◆子どもの心のケアハウスにおける学習支援の機能拡充（サテライト方式による学校展開）

別室登校
保健室や相談室
等を利用した学習
支援

0003820
資料２”



　不登校児童生徒への今後の対策としては，学びの機会の保障と創出の機会を確保することを重点に，「子どもの心のケアハ
ウス」の機能拡充に伴う，サテライト方式による学校展開を中心とした支援をさらに推進していく。

子どもの心のケアハウス
ケアハウスのスタッフを
拡充することで，学
校へのサテライト方
式による学習支援を
行う。（R７～）

学校（新規展開）

所内での相談支援・学習支援

学習支援

学び支援教室以外
の学校における別室
登校の児童生徒向
けに学習支援を展
開（中学校区また
は地区ごとでの実施
を想定）

◆子どもの心のケアハウスにおける学習支援機能の拡充（サテライト方式による校内展開）

校内での相談支援・学習支援

◆展開のメリット

・学びの機会の保障と創出
・校内での相談機能の強化
・教員や友だち等との関係性   
 の継続
・物理的なアクセスが可能
・保護者の負担軽減
・スクールカウンセラー等
　との連携可能

小学校

◆具体の展開

中学校区ごと
ケアハウス

職員の派遣

中学校

小学校

ケアハウス

・スーパーバイザー１名
・チーフコーディネーター１名
・コーディネーター３名

・コーディネーター２名
　
　　※２名の増員

＋　

小学生の
利用も可能

サテライト配置学区
・鹿島台中学校区
・三本木中学校区
・岩出山中学校区

古川中，古川
東中，古川南
中３校で展開

小学校

学び支援教室

別室登校
それぞれの学校で展開

R7 駅南地区に移転

◆「大崎市子どもの心のケアハウス」における学習支援機能の拡充（サテライト方式）について(案)



大崎市コミュニティ・スクール

推進方針

教育部学校教育課

資料３
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Ⅰ.コミュニティ・スクールとは

平成１６年に改正された「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」（平成２９年４月１日 一部改正）

に基づいて設置される「学校運営協議会」を設置している学校。

１ 法律の内容

（１） 教育委員会は，規則で定めるところによるその所管する学校ごとに，当該学校の運営に関して協議

する機関として，学校運営協議会を置くように努めなければならない。（努力義務）

（２） 学校運営協議会は２以上の学校におくことができる。→ ①義務教育学校 ②中等教育学校 ③同

一の教育委員会の小学校及び当該小学校に在籍する児童の多数が進学する中学校。その他教育委員会

が必要あると認めた場合。

（３） 学校運営協議会の委員 → ①地域住民 ②児童生徒，幼児の保護者 ③社会教育法に規定する

地域学校協働活動推進員等，学校の運営に資する活動を行う者 ④当該教育委員会が必要と認める

者

（４） 学校運営協議会の委員は，教育委員会が任命する。校長は学校運営教協議会の委員の任命に関する

意見を教育委員会に申し出ることができる。

（５） 対象の学校の校長は，教育課程の編成などについての学校運営の基本的な方針を作成し，学校運営

協議会の承認を得なければならない。

（６） 学校運営協議会は，学校の運営について，教育委員会や校長に対して，意見を述べることができる。

（７） 学校運営協議会は，学校の教職員の任用などについて，教育委員会規則に定める事項について教育

委員会に意見を述べることができる。

※どのような事項を協議会による意見申出の対象とするかを教育委員会の判断にゆだねることが適当

例）学校運営の基本方針の実現に資する建設的な意見とし，個人を特定しての意見ではなく，学校の

課題を踏まえた一般的な意見に限る。

（８） 情報を積極的に提供するよう努める。

※地域住民等と協議会の協議の結果を共有（HP たより PTA集会等）

（９） 学校運営協議会の運営に関して必要なことがらは，教育委員会が規則で定める。

学校と保護者や地域がともに知恵を出し合い，学校運営に意見を反映させることで，協働しながら子ども

たちの豊かな成長を支え「 地域とともにある学校づくり」を進める仕組み。
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２ コミュニティ・スクール導入のメリット

・ 保護者・地域住民等も教育の当事者となることで，責任感を持ち，積極的に子供への教育に携わる

ようになる。

・ 保護者・地域住民等が学校運営や教育活動に参画することで，自己有用感や生きがいにつながり，

子どもたちの学びや体験が充実。

・ 保護者・地域住民等と学校が「顔が見える」関係となり，保護者や地域住民等の理解と協力を得た

学校運営が実現。

当事者意識 役割分担 協 働

Ⅱ.コミュニティ・スクールの仕組み

地域

学校
の目標

学 校 地 域

地域と学校は

同じ目標に

向かっていける

相互補充

「地域と学校が一体」となって「役割分担」をしながら，それぞれが「主体的」に取り組

む事でお互いに「達成感」を味わうことができる。
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Ⅲ.コミュニティ・スクール関連法

１ 教育振興基本計画（Ｈ２５ 閣議決定）

・ コミュニティ・スクールを全公立小・中学校の１割に拡大

・ 地域のコミュニティ資源を結びつけ，学校や公民館等を拠点とした多様な人々のネットワーク・協

働体制を確立

・ 社会全体で学校や子どもたちの活動を支援する取組や地域とともにある学校づくりを推進

２ 教育再生実行会議 第二次提言 教育委員会制度等の在り方について（平成25年4月15日）

・ 社会総がかりで教育再生を実行していくため，地域住民の意向が学校運営に適切に反映されなけれ

ばならない。地域住民，保護者を始め，学校を支える関係者の思いが，教育に反映される仕組みと，

その適切な運用が必要。

・ 国及び地方公共団体は，教育行政や学校が閉鎖的になることなく，地域と共にある学校づくりを進

めるため，コミュニティ・スクールや学校支援地域本部等の設置に努めることとする。その際，こう

した取組を検証しつつ，より実効性のあるものとなるよう支援策を講じる。

・ 地方教育行政の遂行に当たっては，首長の意向とともに，コミュニティ・スクールを地域住民の意

向を学校教育に反映する重要なルートとすることによって，地域住民も含めた関係者が，当事者意識

を持って，地域総がかりで学校を支援し，学校の質を高めていく。
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３ 中央教育審議会 今後の地方教育行政の在り方について（答申）（平成25年12月13日）

・ コミュニティ・スクールや学校支援地域本部の活用を通じ，社会総がかりで学校教育の質を高める

ことが重要である。

・ 国は，コミュニティ・スクールや学校支援地域本部の未設置の地域に対する支援，マネジメント力

向上に向けた教職員研修等の在り方の検討及び地域人材の資質向上策などを推進する。

・ 教育行政部局は，自主的・自律的な学校運営の促進や，マネジメント力を持った教職員の育成及び

配置などを行う。

・ 学校は，地域と連携・協働するための体制整備や学校に関する情報の積極的発信などを行う。

４ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

○衆議院文部科学委員会（平成26年5月16日）

・ 学校現場に民意を反映していくため，保護者や地域住民の参画を得ながら学校運営の改善や学校支

援の充実を図ることができるよう学校運営協議会の設置の促進に努めること。また，地方公共団体の

財政状況による格差が生じないよう，財政措置も含め学校運営協議会の設 置及び運営に係る支援策を

講ずること。

○参議院文教科学委員会（平成26年6月12日）

・ 学校現場に民意を反映していくため，保護者や地域住民の参画を得ながら学校運営の改善や学校支

援の充実を図ることができるよう学校運営協議会の設置の促進に努めること。また，地方公共団体の

財政状況による格差が生じないよう，財政措置も含め学校運営協議会の設置及び運営に係る支援策を

講ずること。

５ 教育再生実行会議第六次提言（平成27年3月4日）

・ 国は「全ての学校がコミュニティ・スクール化に取り組み，地域と相互に連携・協働した活動を展開するため

に抜本的な方策を講じる」

・ コミュニティ・スクールの仕組みの必置についての検討を進める。

６ 中央教育審議会答申 平成27年12月21日

・ 教育委員会に学校運営協議会の設置の努力義務を課すといった総合的な方策により，コミュニティ・スクー

ルを推進することを提言。

・ 学校運営協議会の目的として，学校を応援し，地域の実情を踏まえた特色ある学校づくりを進めていく役割

を明確化。

・ 現行の機能は引き続き備えることとした上で，教職員の任用に関する意見に関しては，柔軟な運用を確保

する仕組みを検討。

・ 学校運営協議会において，学校支援に関する総合的な企画・立案を行い，学校と地域住民等との連携・協
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力を促進していく仕組みに。

・ 校長のリーダーシップ発揮の観点から，学校運営協議会の委員の任命において，校長の意見を反映する仕

組みに。

・ 小中一貫教育など学校間の教育の円滑な接続に資するため，複数校について一つの学校運営協議会を設

置できる仕組みに。

７ 次世代の学校・地域」創生プラン 平成28年1月25日

○地域と学校の連携・協働に向けた改革（コミュニティ・スクール，地域学校協働活動の推進）

・コミュニティ・スクール（CS）を推進・加速する

⇒学校運営協議会の設置の努力義務化， 教職員の任用に関する意見の柔軟化等

⇒CSマイスターの派遣を更に促進

⇒CS導入に伴う学校の体制強化， 類似の取組からの移行支援等

⇒首長や教育長への働き掛け強化等 （マニュアルの策定や教育委員会規則の制定推進等）

・地域学校協働活動を地域創生の基盤に

⇒教委による地域学校協働活動推進のための体制整備（法改正）

⇒若者から高齢者までが活躍し地域を創生する場として， 地域学校協働本部を全小中学校区をカバー

して整備

⇒郷土学習，地域行事等の地域学校協働活動を支援

⇒放課後子供教室・家庭教育支援の充実による子育て環境整備

⇒先進事例の収集・発信，全国フォーラム等の開催

○市町村の役割と推進方策

・コミュニティ・スクールの推進に係る教育委員会としてのビジョンの明確化，推進目標の明示

・自治体内のチームとしての連携・協働体制の強化（学校教育担当課，社会教育担当課）

・学校関係者，地域住民等に対する積極的な普及・啓発（国の制度等活用説明会も活用したフォーラムや

研修会等の開催，熟議の場づくりなど）

・コミュニティ・スクール未導入地域における取組の推進（国の支援事業の積極的活用）

・管理職等のマネジメント力向上のための研修機会・内容の充実

・地域住民や保護者等の参画促進，関係機関・団体等の連携・協働の促進

・地域連携担当教職員の明確化（社会教育主事有資格者や事務職員の積極的な活用）

・「学校現場における業務改善のためのガイドライン」等を踏まえた業務改善の推進

８ 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」「社会教育法」一部改正 平成29年4月1日 施行

Ⅰの１に記載

コミュニティ・スクール

地域学校協働活動

両者の体制が，相互に補完し高め合う存在として，

一体的となって相乗効果を発揮していくことが必要
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９ 「第三次教育基本計画」 平成３０年６月１５日

・ 学校運営協議会制度を全ての公立学校において導入することを目指し，各 地域における推進を担う人材の確

保・育成等を通じて，コミュニティ・スクールの導入の促進及び運営の充実を図る。

１０ 「小学校学習指導要領 前文（抄）」（平成３０年文部科学省告示）※中学校，高等学校，特別支援学校も同様

・ 教育課程を通して，これからの時代に求められる教育を実現していくためには，よりよい学校教育を通してよりよい

社会を創るという理念を学校と社会とが共有し，それぞれの学校において，必要な学習内容をどのように学び，どの

ような資質・能力を身に付けられるようにするのかを教育課程において明確にしながら，社会との連携及び協働によ

りその実現を図っていくという，社会に開かれた教育課程の実現が重要となる。

１１ 「令和の日本型学校教育」の構築を目指して（令和３年１月２６日）（答申）中央審議会

・ 全ての子供たちの可能性を引き出す，個別最適な学びと，協働的な学びの実現を目指す「令和の日本型学校教

育」の構築に向けた今後の方向性の一つとして，「学校だけではなく地域住民等と連携・協働し，学校と地域が相

互にパートナーとして，一体となって子供たちの成長を支えていくことが必要である。その際，コミュニティ・スクー

ル（学校運営協議会制度）と地域学校協働活動を一体的に実施することが重要である。」

１２ コミュニティ・スクールの在り方等に関する検討会議（最終まとめ）令和４年３月１１日

・ コミュニティ・スクールは，教育課程の改善・充実や特色ある学校づくりなど開かれた学校運営に多大な効果があ

り，その導入数は平成 29 年改正法以降飛躍的な伸びを示している。一方，導入の取組状況に自治体間や学校

種間で差が見られること，コミュニティ・スクールを導入したものの十分な協議が行えていないことなどの課題もあ

るため，これからは，全ての関係者が相互の信頼関係の中で，コミュニティ・スクールについて正しく理解して取り

組むことが重要になる。

・ コミュニティ・スクールの導入は全ての学校に必要であるが，その方策として，国が導入を自治体に強いる法的措

置を講じることについては，コミュニティ・スクールが対話や信頼・納得をベースとする仕組みであることなどに鑑み

ると，慎重な対応が必要である。

・ コミュニティ・スクールの趣旨や目的，必要性や有用性について関係者に十分な理解を求めながら，全ての公立

学校へのコミュニティ・スクールの導入を迅速かつ着実に進め，地域に開かれた学校運営の実現を目指していくこ

とが必要である。

・ コミュニティ・スクールの推進の方向性としては，教育委員会が，導入の努力義務を重く受け止め，教育長のリーダ

ーシップの下，コミュニティ・スクールの導入に向けた計画を主体的に策定すること。導入後も学校等へ伴走して継

続的に支援するなど，コミュニティ・スクールについて権限と責任を有する教育委員会が主体的・計画的に取り組

む教育委員会を，国は積極的に支援していくことが必要である。
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１３ 教育進化のための改革ビジョン（文部科学省 令和 4年２月２５日公表）
・ 経済財政運営と改革の基本方針 2022（骨太の方針 2022）令和４年６月７日閣議決定

・ 次期教育振興基本計画 令和５年６月１６日閣議決定

教師をとりまく環境整備について緊急に取り組むべき施策（提言） 令和５年８月２８日中央教育審議会質の高い教

師の確保特別部会

Ⅳ.学校運営協議会制度と学校評議員制度の相違点

学校評議員制度 学校運営協議会制度

目

的

・ 開かれた学校づくりを一層推進していくた

め，保護者や地域住民等の意向を反映し，そ

の協力を得るとともに，学校としての説明責

任を果たす。

・ 保護者や地域の住民が一定の権限と責任を

持って学校運営に参画することにより，その

ニーズを迅速かつ的確に学校運営に反映させ，

よりよい教育の実現に取り組む。

位

置

づ

け

・ 校長が，必要に応じて学校運営に関する保

護者や地域の方々の意見を聞くための制度。

個人として意見を求めるものであるが，実際

の運営上は学校評議員が一堂に会して意見

を交換し合う機会を設ける例がみられる。

・ 教育委員会により設置され，学校の運営につ

いて，一定範囲で法的な効果を持つ意思決定を

行う合議制の機関である。

任

命

・ 校長が推薦し，設置者が委嘱 ・ 教育委員会が任命

※ 校長は学校運営教協議会の委員の任命に関

する意見を教育委員会に申し出ることがで

きる。

※ 委員の身分は，非常勤特別職の地方公務員

主

な

内

容

・ 学校評議員は，校長の求めに応じて，学

校運営に関する意見を述べる。

・ 学校評議員に意見を求める事項は，校長

が判断する。

・ 校長が作成する学校運営基本方針を承認す

る。

・ 学校運営について教育委員会や学校に意見を

述べることができる。

・教職員の任用に関して意見を述べることができ

る。（個人を特定する意見はできない）
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Ⅱ.学校運営協議会開催イメージ

協議内容：地域学校協働活動について（交通安全 環境整備 学習支援 キャリア教育 家庭教育），

地域の防災対策にむけた協議等

※防災教育部会（地域防災連絡会） 協働教育部会（協働教育推進会議） 家庭教育部会（家庭教育学級

運営委員会）は随時開催

Ⅵ.令和５年５月１日現在の全国の導入状況

（全国の導入状況～コミュニティ・スクール）

・令和５年５月時点，全国の公立学校の 18,135 校，52.3％がコミュニティ・スクールを導入している。その

うち，小・中・義務教育学校は16,131校，58.3％となっている。平成 17 年４月から平成 29 年４月までの

12 年間で 3,583 校の増加に対し，平成29 年４月から令和３年５月までの約４年間で 8,256 校（毎年約

2,000 校）の増加となり，平成 29 年度以降学校運営協議会の設置が教育委員会の努力義務となった影響が

反映されている。

（全国の導入状況～地域学校協働活動）

・令和５年５月時点，全国の公立学校の 21,144 校，61.0％で地域学校協働本部による地域学校協働活動が行

われている。地域学校協働本部の数は 12,870 本部である。全体のうち 19,812 校が小・中・義務教育学校

となっている。また，学校と地域をつなぐコーディネート等を行う調整役である地域学校協働活動推進員等

については，令和５年５月時点，全国で 33,399 人が配置され，配置自治体は 1,583 自治体（87.3％）とな

っている。うち，11,125 人は，学校運営協議会委員として学校運営に参画している。

（社会構造の変化）

・日本は急激な少子化・高齢化の進行の真っ只中にあり，人口減少局面に入ってすでに１０年以上が経過して

いる。また，東京をはじめとする都市圏と地方の経済格差等により地方人口が流出し，地方の更なる人口減

少や高齢化に拍車をかけている。

・ 同時に今日の世界においては，社会，経済，文化などあらゆる面においてグローバル化，デジタル化の波が

急速に進展し，国際的な流動性が高まるとともに，国際競争の激化，生産拠点の海外移転などを背景に，日

本を取り巻く経済環境はさらに厳しさを増し，国際競争力の低下，国際的な存在感の低下が懸念されている。

・このような背景の中で，人と人との関わりや地域のつながりが薄れ，地域コミュニティの希薄化が懸念され

ている。一方で，ＳＤＧｓにも示されている多様性の尊重や人権意識の高まりによる社会的包摂や共生社会

３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 １１月 12月 １月 ２月 ３月

学校運営に関する基本方針の承認

学校関係者評価の実施

学校教職員の任用について

学校運営に関する協議
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の実現に向けた行政の取組の進展が見られるとともに，公的機関だけではなく企業や個人等においても社会

的責任の意識が高まってきている。

・また，気候変動や地殻変動等により未曾有の災害が各地域を襲う中で，地域のつながりや支えあいの重要性

が改めて認識されている。今般の新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大を受けて，複雑で予測困難

な時代の先行きが，さらに不透明なものとなる中，答えのない問いにどう立ち向かうのかが問われている。

（学校運営に関わる変化）

・先の見えない激動の時代において，これからの社会を形成する子供たちが，自らの人生を切り拓いていく力

を身に付けるためには，学校教育においては，令和の日本型学校教育の構築を目指して，社会に開かれた教

育課程の実現に向けた学習指導要領の着実な実施やＧＩＧＡスクール構想の推進等に取り組むことが求めら

れている。

・また，いじめや不登校，児童虐待の増大，規範意識の低下，ＳＮＳ等インターネット上の諸問題等，子供を

取り巻く課題も，一層複雑化・困難化・潜在化しており，学校においては，これらの課題への対応も求めら

れている。

・さらに，学校の様々な業務の精選や負担軽減など，学校における働き方改革も早急に対応しなくてはならな

い。

・このように，学校を取り巻く課題は，山積しており，かつ複雑化・困難化を極めている。こうした課題に対

応しつつ，これからの時代に対応した新しい学校教育を実現するためには，もはや学校だけ，教職員だけの

対応では限界がある。

・教育基本法第 13 条 10に規定されているように，学校・家庭・地域住民等が相互に連携・協力して教育を

行うことは，教育の目的や目標を実現する上で，そして未来を担う子供たちの成長を支える上で，いつの時

代にも重要なことであるが，学校を取り巻く課題がますます複雑化・困難化している現在，学校・家庭・地

域の協力関係が希薄であったり，一時的なものであったりすれば，学校は困難や課題を乗り越えることが難

しくなっている。

○.大崎市におけるコミュニティ・スクール導入計画

学校や子供たちが抱える課題や，家庭・地域社会が抱える課題を地域ぐるみで解決し，子供たちの健やかな

成長と質の高い学校教育の実現を図るために，地域の力を学校運営に生かす「地域とともにある学校」を目指

すことが重要である。その実現のための取組のひとつとして，コミュニティ・スクールがある。

大崎市は，社会の中でたくましく生きる子供たちを地域全体で育むために，家庭・地域・学校をつなぐ仕組

みをつくり，地域学校協働本部を設置するなどして取り組んでいる。

今，学校を核とするコミュニティを再生し，地域とともに取り組む防災教育，家庭・地域と学校が協働して

取り組む教育活動を実践し「地域とともにある学校」を作り上げていくことが，大きな意味を持つと考える。

そこで，「大崎市立学校再編計画」等の計画に沿いながら，地域学校協働本部と連動させ，段階的に大崎市

内の学校へのコミュニティ・スクール導入を目指す。
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１ 大崎市が目指す姿

２ 大崎市学校運営協議会開催の実施イメージ

〈※図は年間３回案〉

●年間実施回数…２～３回，その他学校事情による

＊年間３回実施（案）

４・５月…委員任命，学校運営に関する基本方針の承認，学校運営に関する協議

１０月…学校運営に関する協議，学校教職員の任用方針について

２月…学校関係者評価に基づいた次年度の学校運営に関する協議

※次年度推薦者の選出（教育委員会）

３ 今後の主な計画

３月 ４月又は５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 １１月 12月 １月 ２月 ３月

・コミュニティ・スクール推進計画案作成 ・教育委員会説明

・コミュニティ・スクール モデル校選定 ・校長会及び職員への説明

・関係各課との協議 ・政策調整会議

・モデル校の教職員，保護者，地域住民への説明

・市長説明 ・議会説明

・コミュニティ・スクール１２月補正予算，令和７年度当初予算上程

・コミュニティ・スクールについての研修会実施（学校，保護者，地域対象）

2024

令和６年度

地域の特色，人材を活用した取組による「地域とともにある学校づくり」を目指します

地域とともにある学校づくりの推進

家庭

地域学校
地域とともにある
学校づくり

「学校運営協議会」

学校を核とした
地域づくり

連携 協働

目指す
子どもの姿

主体的に考え学び，未来を切り拓いていく子ども

地域・学校の
相互理解

学校運営学習活動
の充実

地域の人材
育成・活性化

安全・安心の環境

学校運営に関する基本方針の承認

学校関係者評価の実施

学校運営に関する協議

学校教職員の任用方針について
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４ 令和６年度 推進計画

年度 月 内 容

2024

R6

４

５

・コミュニティ・スクール推進計画（案）作成

・大崎市学校運営協議会規則（案）作成

６

・定例教育委員会 コミュニティ・スクール推進方針（案）について説明

・コミュニティ・スクール導入モデル校選定

７
・コミュニティ・スクール推進計画（案）の検討

・モデル校への説明・協議

・定例教育委員会 コミュニティ・スクール推進方針の上程

８
・モデル校学区へのコミュニティ・スクール説明会実施（教職員，関係団体）

・大崎市学校運営協議会規則の決定

９

・定例教育委員会 大崎市学校運営協議会規則の上程

・市長及び議会への説明

・令和７年度予算案の検討

10
・大崎市学校運営規則改訂（案）の検討

12
・大崎市議会１２月補正予算 上程

・大崎市学校運営規則改訂の

１

・定例教育委員会 大崎市学校運営規則改訂の上程

・コミュニティ・スクール推進室設置・体制整備

・コミュニティ・スクール モデル校（１～数校）による推進 学校運営協議会設置

・校長会及び職員への説明，研修会の実施 ・当該校保護者・地域住民への説明

・地域コーディネーター養成のための研修会実施

・大崎市学校運営協議会規則決定

・コミュニティ・スクール正式導入（１～数校）

・コミュニティ・スクール準備モデル校（１～数校）による推進 学校運営協議会設置

・校長会及び職員への説明 ・保護者・地域住民への説明

・地域コーディネーター養成のための研修会実施

・コミュニティ・スクールについての研修会実施（学校，保護者，地域対象）

・設置校での検証・改善

・持続可能な運営体制の確立（コミュニティ・スクール推進室の解消）

2025

令和７年度

2026

令和８年度

2030

令和12年度

段階的に導入
検証・改善
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○ 大崎市コミュニティ・スクール推進室設置（案）（2025年度より）

コミュニティ・スクールの導入に当たり，学校運営協議会の設置及び運営に関する検討に際し意見

を徴する。

(1) 所掌事務

・教育委員会におけるコミュニティ・スクールの導入及び運営に関すること。

・各コミュニティ・スクール間の活動の共有，連絡，調整に関すること。

・その他コミュニティ・スクールの導入及び運営に係る検討に関すること。

(2)委員構成

・退職校長または，生涯学習関係者（運営担当者）

・学校教育課担当者 ・生涯学習課担当者

１

～

３

・コミュニティ・スクールモデル校準備

学校運営協議会委員の決定，第１回学校運営協議会準備

2025

R7
４

・大崎市学校運営協議会規則施行

・コミュニティ・スクール推進室設置・体制整備



　１　放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業）の概要

　令和６年度において，放課後児童クラブの待機児童が発生している施設は，古川地域で２施設，鹿島台地域で１施設，田尻地域で２施設となっ
ています。特に古川地域の市街地学区における放課後児童クラブについては，利用申込がやや増加傾向にあり，これまでに次のとおり待機解消に
向けた対策を行ってきました。

１

放課後児童支援施設整備について

　・令和元年度　古川第三小学校敷地内に放課後児童クラブサテライト室（古川第２めだか，第３めだか児童クラブ）を開所

　・　　〃　　　古川第四小学校敷地内に放課後児童クラブサテライト室（古川第２あすなろ，第３あすなろ児童クラブ）を開所

　・　　〃　　　子育て支援拠点施設の開設にあわせて中央児童館を移転（合築）

　・令和３年度　古川第五小学校敷地内に放課後児童クラブサテライト室（古川第３つくしんぼ，第４つくしんぼ児童クラブ）を開所

　２　大崎市の放課後児童クラブの待機状況（令和６年度）と対策の経過

　共働き家庭など留守家庭の小学校就学児童に対して，学校の余裕教室や公共施設等で，放課後等に適切な遊びと生活の場を与え，その健全な育
成を図るものです。

（１）事業の内容・目的

（２）対象児童

＜児童福祉法第６条の３第２項＞

　留守家庭の小学生（１年生から６年生まで全て）

　※平成27年4月の法改正により「おおむね10歳未満」から，「小学校に就学している児童」に改正されました。

　古川第二小学校区の放課後児童クラブは，古川東児童センターで実施しており，施設面積から見た利用定員の目安は100人程度となっていますが，
放課後児童クラブの登録児童に併せ，児童センターの役割である「自由来館」を利用する児童も多く，施設は飽和状態となっています。令和６年度
は，１年生，２年生の利用申請が急増し，利用希望者の減少の兆しが見えないことから，小学校2年生までの受け入れを優先することとしました。

年度 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合計 待機数 備考

令和５年度 48人 28人 35人 8人 6人 1人 126人 10人 原則３年生まで登録決定　

令和６年度 48人 46人 2人 4人 2人 2人 104人 41人 原則２年生まで登録決定

　３　古川第二小学校区の放課後児童クラブ登録決定状況

資料４
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　４　古川第二小学校区の放課後児童クラブ待機児童解消に向けて
　児童福祉法で定める放課後児童クラブの対象は，留守家庭の小学生全学年ですが，実施施設が狭隘状態となっている放課後児童クラブでは，やむを
得ず３年生までを優先し登録決定しており，待機児童が生じています。

　特に古川第二小学校区は，市街地学区の中でも，放課後児童クラブのサテライト室がなく，施設の狭隘状態により安全性の確保ができないことから，
令和6年度は，２年生までの登録決定としたため，待機児童が生じている放課後児童クラブの中でも，優先的に，かつ早急な対応が必要な状況となりま
した。

 　５　古川第二小学校区内の施設等の活用検討の経過
　昨年度から，既存施設の活用などを含め，古川第二小学校区内で実施場所の検討を重ねてきました。空き店舗やテナント等も検討しましたが，適
切な施設を見つけることができませんでした。検討した施設については次のとおりです。

① 古川第二小学校の余裕教室

　普通教室の利用については，35人学級や特別支援教室の増により余裕教室の活用が見込めない状況にあります。小学校の２階西側には
「会議室」がありますが，打ち合わせや学校行事でも利用されており，常時の利用は難しいものとなっています。

② 旧古川東部コミュニティセンター

③ 宮城誠真短期大学の余裕教室

　廃止してから年月が経過し，痛みがひどい状態となっています。小学校区の南側に位置し，国道１０８号と市道いちょう通線との交差点付近にあ
ることから，児童を迎えに行く夕方の時間帯は，慢性的な渋滞を助長することになりかねません。

　大学との連携を模索している中で，放課後児童クラブの業務委託を提案しましたが，実施にあたり教室が準備できず，協力できかねるとの回答が
ありました。しかしながら建設地が見つからない場合は，校地の一部を貸すことは可能であるとの回答をいただきました。

　古川第二小学校区の放課後児童クラブの利用申請は増加が続いており，今後も待機児童が減少する見込みが薄いことから，古川第二小学校敷地内
に放課後児童クラブサテライト室を新たに整備することで，放課後児童の居場所として安全を確保し，待機児童の解消を図りたいと考えています。

④ 古川第二小学校敷地内

　余裕教室の活用は見込めなかったものの，古川第二小学校敷地内に，放課後児童クラブのサテライト室を建設することについて，古川第二小学校
との協議を行い，建設位置について了解を得ることができました。また，教育委員会との調整も行ったところです。

放課後児童支援施設整備について



　６　古川第二小学校の入学児童数及び放課後児童クラブ登録数推計　

３

（１）古川第二小学校の入学児童数の推計

　古川第二小学校区の今後の入学児童数（１年生）の推計は，令和6年度をピークにおおむね減少傾向にあります。

区分
６歳 　 ５歳 ４歳 ３歳 ２歳 １歳 ０歳

（R6入学） 　 （R7入学） （R8入学） （R9入学） （R10入学） （R11入学） （R12入学）
児童数 107人　 81人 86人 92人 75人 75人 73人

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　

（２）古川第二小学校の入学児童数に対する放課後児童クラブ登録児童数見込み

　　　　　↓

現１年生（R6.04.01現在） 学校教育課提供資料（R06.05.01現在推計）より

区分
６歳 　 ５歳 ４歳 ３歳 ２歳 １歳 ０歳

（R6入学） 　 （R7入学） （R8入学） （R9入学） （R10入学） （R11入学） （R12入学）

児童数 107人　 81人 86人 92人 75人 75人 73人

登録率 45％ 62％ 62％ 62％ 62％ 62％ 62％

登録数 48人 51人 54人 58人 47人 47人 46人

　第二小学校の令和6年4月1日現在の１年生の児童数107人に対し，同日現在の放課後児童クラブの登録児童数は48人で，児童数からみた登録率は45％となって
いますが，サテライト室開所後は，登録率の増加が見込まれるため，既にサテライト室がある古川第三～五小の１年生の登録率平均値を乗じて，令和7年度以
降に入学する児童の放課後児童クラブ登録児童数を積算しました。（人数のため端数は切り上げ）

R6
古川第三小古川第四小古川第五小 ３小学校

１年生 １年生 １年生 平均

児童数 108人 116人 115人

登録数 65人 72人 72人
登録率 60％ 62％ 63％ 62％

　しかしながら，これまでにサテライト室を開所した小学校区を見ると，児童数はおおむね減少傾向にありますが，放課後児童クラブの登録児童数は年々上昇
しています。

　このような状況を踏まえ，古川第二小学校区の令和7年度から12年度を推計したところ，敷地内に整備するサテライト室の規模は，定員100人程度の建物面
積が必要であると見込まれます。

　これまでに古川第三，第四及び第五小の敷地内に整備したサテライト室が１階定員40人，２階定員60人で，合計100人となっており，同程度の建物を想定して
います。

 　７　古川第二小学区の放課後児童クラブサテライト室の規模

　サテライト室の利用は，１～２年生の登録児童を優先し，きょうだい利用の調整はあるものの，原則，３年生以上は，古川東児童センターでの放課後児童クラ
ブの利用を想定しています。

放課後児童支援施設整備について



４

 　８　放課後児童クラブサテライト室の整備地（案）

放課後児童支援施設整備について



キャリア教育の促進について

１.おおさき産業フェア２０２４

「おおさき」でつくられた製品・技術を一堂に展示。市内外の企業の取組みを実際に見て，

触れることで，児童・生徒のキャリア発達を促す教育の側面も持ち合わせている。

（１）日 時 令和６年１０月１８日（金）・１９日（土）

（２）場 所 大崎市古川総合体育館

（３）参加者 約３２０名

（４）内 容 ・次世代の産業・人材育成として高校生出展展示見学会（５校）

・親子ものづくり教室

（５）今後の取組み

大崎地域の企業やその製品や技術を知ってもらう場を提供し，多くの児童・生徒に来場

してもらうため，さらなる周知と内容の充実を図る。

２．チャレンジｄａｙにおける企業見学

「第４回チャレンジ day」において，初めての試みとして，大崎市内の代表的なものづく

り企業であるアルプスアルパイン株式会社の企業見学を実施した。実際に企業の製品やＳ

ＤＧｓの取組みの説明を聞き，働く現場や食堂を見学することで，自らのキャリアを考え

る足掛かりとなった。

（１）日 時 令和６年１１月１３日（水）

（２）場 所 アルプスアルパイン株式会社 開発センター

（３）参加者 生徒４名

（４）内 容 地元企業「アルプスアルパイン」を知ろう！！ 会社説明，社内見学

（５）今後の取組み

参加した生徒からは好評だったことから，見学企業数と参加児童・生徒の増を目指し，

さらなるキャリア教育の場を提供する。

資料５



宝の都（くに）おおさき

大崎市立おおさき日本語学校

概要説明資料
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